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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

今般、当行の取引先である 北上流通サービス株式会社 が平成19年7月5日付けで銀行取引停

止処分になったことに伴い、下記のとおり、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のお

それが生じましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当該取引先の概要 

 （1）商   号 北上流通サービス株式会社 

 （2）所 在 地 岩手県北上市流通センター11番27号 

 （3）代表者氏名 武田 信夫 

 （4）資本の額 250百万円 

 （5）事業の内容 不動産業 

 

２．当該取引先に対する債権の種類及び金額（平成19年7月5日現在） 

 貸 出 金 376百万円 

 

３．当該事実の当行業績に与える影響 

上記債権につきましては、既に必要額を全額引当済みであり、平成19年5月14日に公表

した平成20年3月期の業績予想に変更はありません。 

 

以 上 


